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	◆他社人材を副業人材として受け入れ◆

	　人口減少の影響もあり人材が思うように採用できない状況にあります。例えば、企業が特定のスキルを求めようとする場合に、高いスキルを持った副業人材を労働者として受け入れるとき、その労働時間は他社と通算されます。既に正社員として１日８時間労働している人が副業で働く場合、最初から時間外労働になり通常の賃金の25％（他社と通算して60時間を超える場合は50％）増の賃金を支払わなければなりません。
※ 時間外労働になる部分がある場合、原則
として、時間的に後に労働契約を締結した企業が割増賃金支払義務を負います。　
副業労働者を受け入れた場合、条件（週所定労働時間20時間（健康保険･厚生年金は企業規模により異なる）以上）に該当すれば健康保険･厚生年金保険･雇用保険に加入させなければなりません。健康保険･厚生年金
	は、加入している他社の報酬と合算で保険料が算出され、按分して納付額が決まります。雇用保険は、主たる給与を受ける事業所でのみ加入しますので、他社で加入している場合、自社では加入しません。労災保険は、労働時間の長短にかかわらず自社で適用されます。もし通勤中に負傷した場合や、業務災害が起こった場合、労災は、他社分の給与も合算して給付が行われます。　
　企業は、労働者の安全や健康に配慮する義務があります。副業人材であっても、業務量や労働時間が過重になることがありますので留意が必要です。自社のみでは短時間であっても、他社の労働時間と合算して過重になったことで疾病にかかった場合も労災の対象になり得ます。労働者の健康に関してできる限りの注意を払い、体調によっては業務量や労働時間の調整等配慮する必要があります。
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